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３月１６日以降の予定について 

 

陽春の候、保護者の皆様には平素から本校の教育活動の推進に多大なるご協力とご理

解を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大防止として、３月３日から３月１５日まで臨時

休業となっておりますが、日々の状況の変化に伴い、まだなお現在も予断を許さない状

況となっております。このことを受けて、県立学校においては、さらに臨時休業を延長

することとなりました。 

つきましては、下記のとおりの予定と致しますので、何卒どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 なお、年度末と年度初めの新学期に備えて、生徒たちに連絡すべきことや準備してお

きたいことがございます。この期間に２日間だけ午前中のみの登校日を設けました。感

染拡大防止策を講じながら進めたいと考えています。どうぞよろしくお願い致します。 

 

記 

 

１ 臨時休業延長期間 

  令和２年３月１６日（月）～３月２３日（月）まで 

 

２ 登校日について（時程の詳細は緊急連絡網にて） 

  ３月１８日（水）教科書販売・個人写真撮影 

  ３月２３日（月）終業式・ＬＨＲ等 

  この２日間においては、終礼後２時間程度の部活動を認めます。 

 

３ その他 

（１）新型コロナウイルス感染防止対策として、アルコール消毒液の設置、手洗い、 

うがいの励行とマスク着用を推進しています。生徒の皆さんも感染予防を心がけて

ください。 

（２）３月２４日（火）以降の予定については、現在のところ予定通りです。 

  予定変更がある場合は、緊急連絡網（３６５日いつでもネット）でご連絡すると同 

時に、学校のホームページでお知らせします。生徒の皆さんは、必ず確認するよう 

にしてください。 



 

（電子メール施行） 

教体第１８９５号 

令和２年３月１２日 

各 県 立 学 校 長 様 

 

                                                   教 育 長 

  

 

    県立学校における新型コロナウイルス感染症に関する今後の取扱について 

（令和２年３月１２日時点） 

  

 

 県立学校においては、３月３日（火）から３月15日（日）まで一斉臨時休業を実施しておりますが、今後の取扱に

ついて、下記のとおりとします。 

各学校においては、今後も引き続き、飛沫感染を防ぐための咳エチケット（マスクの着用等）や手洗い等の取組を

徹底するとともに、国や県が発信する正確な情報に基づき、冷静に取り組むよう願います。 

 

記 

 

１ 今後の対応 

 （１）現在実施している臨時休業期間を、春季休業日の前日３月 23日（月）まで延長する。 

（２）３月24日（火）以降の対応については、今後の感染状況をみて判断する。 

 

 ２ 県立学校（特別支援学校を除く）の対応 

（１）補講や学習指導、来年度の準備等を行う必要があることから、３月16日（月）から３月23日（月）の期間 

中、２日を限度に登校日の設定を認める。ただし、登校日の活動は午前中（定時制と多部制はそれに見合う時 

間帯）とし、その後、校内において２時間以内の部活動を認める。 

（２）登校に際して、引き続き感染防止対策を徹底する。 

  ①体調不良の申し出を徹底させるなど、児童生徒等及び教職員の健康観察を強化する。 

  ②公共交通機関等の混雑時での感染拡大を防止するため、可能な範囲で始業時間を遅らせるなどの配慮を行う。 

③全学年で１箇所に集合することは極力避ける。例えば、終業式については、時間差で実施したり、校内放送 

等を活用したり、定期的に換気を行うなどの対策を講じる。   

 

３ 県立特別支援学校の対応   

（１）放課後等デイサービス事業所等の利用が困難な児童生徒等への対応は継続する。 

（２）この期間に予定している卒業式は、予防措置を講じたうえ、簡素化し実施する。 

（３）16 日以降に予定している入学者説明会（制服の採寸、教科書の購入等を含む）は、予防措置を講じたうえ、 

簡素化し実施する。 

 

４ 臨時休業中に県立学校で児童生徒等及び教職員に新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合 

（１）当該学校に対して、健康福祉事務所（保健所）の指示内容を基に、体育保健課から個別に指示する。 

（２）学校長は、患者本人及び児童生徒等の保護者と連絡を密にとり、医師の許可及び健康福祉事務所（保健所） 

の指示する日まで健康状態を把握するとともに、体育保健課に連絡する。 

（３）（２）以外の児童生徒等並びに教職員については、健康福祉事務所（保健所）の指示に従う。 

 

５ 臨時休業中に県立学校の児童生徒等が濃厚接触者（※）になった場合 

（１）学校長は、本人及び保護者と連絡を密にとり、健康福祉事務所（保健所）の指示する日まで自宅での健康状 

態を把握するとともに、体育保健課に連絡する。 

 （２）（１）以外の児童生徒等を登校させる場合は、健康観察を徹底する。 

※県立学校の児童生徒等の同居する家族等に新型コロナウイルス感染症患者が発生し、健康福祉事務所（保健 

所）から自宅待機等の指示を受けた者。 


